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   鹿沼市部設置条例の一部を改正する条例 

 鹿沼市部設置条例（平成９年鹿沼市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の表行政経営部の項の次に次の１項を加える。  

  財務部  

 第２条第１号に次のように加える。  

  ウ 危機管理及び防災に関すること。  

 第２条第２号中アを削り、イをアとし、アの次に次のように加える。  

  イ 統計に関すること。 

 第２条第２号中ウを削り、エをウとし、オをエとし、カからクまでを削り、同条

第３号中オを削り、エをオとし、アからウまでをイからエまでとし、同号にアとし

て次のように加える。 

  ア 議会及び文書法令に関すること。  

 第２条第３号カを次のように改める。  

  カ 情報政策に関すること 

 第２条中第９号を第１０号とし、第４号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第

３号の次に次の１号を加える。  

 (4) 財務部 

  ア 財政に関すること。  

  イ 市税に関すること。  

  ウ 契約及び工事検査に関すること。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



 （鹿沼市使用料手数料等審議会条例の一部改正）  

２ 鹿沼市使用料手数料等審議会条例（平成９年鹿沼市条例第３７号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条中「総合政策部」を「財務部」に改める。 

 （鹿沼市行政不服審査会条例の一部改正）  

３ 鹿沼市行政不服審査会条例（平成２７年鹿沼市条例第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第７条中「総合政策部」を「行政経営部」に改める。 

 （鹿沼市入札適正化委員会条例の一部改正）  

４ 鹿沼市入札適正化委員会条例（平成１７年鹿沼市条例第１０２号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条中「行政経営部」を「財務部」に改める。 

 （鹿沼市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部改正）  

５ 鹿沼市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例（平成１８年鹿沼市条

例第３０号）の一部を次のように改正する。  

  第５条中「総合政策部」を「秘書室」に改める。 

 （鹿沼市国民保護協議会条例の一部改正）  

６ 鹿沼市国民保護協議会条例（平成１８年鹿沼市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第６条中「総合政策部」を「秘書室」に改める。  


